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【手続補正書】
【提出日】平成28年9月2日(2016.9.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多層マイクロ粒子を調製する方法であって、
（ａ）固体表面上に一回以上、第一の組成物を析出させることにより、前記固体表面上に
第一のポリマーを含む一層を形成するステップであって、前記第一の組成物が前記第一の
ポリマー及び第一の溶媒を含む、ステップと、前記析出した第一の組成物中の前記第一の
溶媒を蒸発させるステップと；
　（ｂ）ステップ（ａ）で形成された層の全部又は一部上に第二の組成物を析出させるこ
とにより、第二のポリマー及び治療薬を含む一層を形成するステップであって、前記第二
の組成物が、前記第二のポリマー、前記治療薬、及び第二の溶媒を含む、ステップと、前
記析出した第二の組成物中の前記第二の溶媒を蒸発させるステップと；
　（ｃ）前に形成された層上に一回以上、第三の組成物を析出させることにより、第三の
ポリマーを含む付加的な層を形成するステップであって、前記第三の組成物が前記第三の
ポリマー及び第三の溶媒を含む、ステップと；前記析出した第三の組成物中の前記第三の
溶媒を蒸発させるステップと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記第一及び第三の組成物が治療薬を含有しない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第一及び第三のポリマーが、前記第二の溶媒中で低い可溶性を有する、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
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　前記第二のポリマーが、前記第一のポリマー及び前記第三のポリマーとは異なる分子量
を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第一及び前記第三のポリマーの分子量が、少なくとも４０キロダルトン、前記第二
のポリマーの分子量よりも大きい、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第一及び前記第三のポリマーの分子量が、少なくとも５０キロダルトン、前記第二
のポリマーの分子量よりも大きい、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第一及び前記第三のポリマーが、１００－３５０キロダルトンの分子量を有する、
請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記第二のポリマーが、１５－１５０キロダルトンの分子量を有する、請求項５に記載
の方法。
【請求項９】
　前記第一及び前記第三のポリマーが同じポリマーである、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第一及び前記第三の溶媒が同じ溶媒である、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第二の溶媒が前記第一及び第三の溶媒とは異なる、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　ステップ（ａ）が、二回以上、前記第一の組成物を析出させるステップを含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項１３】
　一つ以上の多層マイクロ粒子を含む組成物であって、前記一つ以上の多層マイクロ粒子
が
　第一のポリマーを含む一つ以上の底面層、及び
　治療薬及び第二のポリマーを含む一つ以上の内側層、及び
　第三のポリマーを含む一つ以上の上面層
を含み、前記第一及び第三のポリマーの分子量が前記第二のポリマーの分子量よりも大き
い、組成物。
【請求項１４】
　前記上面及び底面層が治療薬を含有しない、請求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
　前記第一のポリマー及び前記第三のポリマーの分子量が、前記第二のポリマーの分子量
よりも少なくとも２０キロダルトン大きい、請求項１３に記載の組成物。
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